
タ
イ

h
F
イ
ナ
イ
合
グ
リ
胎
内
潜

白

山

の
孤
に
在
る
。

越
前
名
川
制
考
に
、『
大
御
前
よ
り
股
附
m
b
mを
泌
る
。

y

同
心
。

ダ
イ
ド
コ
ロ
プ
ギ
ヨ
ウ

蕊
所
奉
行

御
mMm凶
器

行
の
起
原
に
就
い
て
は
、
品
川
郎
三
年
十
二
月
御
定
都

に
uhの
越
が
見
え
る
が
、
姓
名
及
び
職
名
の
一
世
明
な

の
は
、
斑
文
八
年
前
川
猟
五
作
が
命
ぜ
ら
れ
、
延山
H

二
年
制
見
ぜ
ら
れ
た
に
初
る
。
共
の
後
野
村
凶
郎
左
衛

門
が
勤
め
、
点
字
四
年
三
且
二
十
四
日
宮
到
武
兵
衛
、

元
職
況
年
四
月
内
隣
市
郎
兵
衛
之
を
命
ぜ
ら
れ
、
此

の
時
ま
で
皆
年
士
役
で
あ
っ
た
が
、
元
政
十
二
年
六

且
七
日
坂
野
山
山
兵
術
M
M
刊
の
命
ぜ
ら
れ
て
か
ら
加
分

の
胞
と
な
り
、
役
料
百
石
を
脇
は
っ
た
。
資
永
二
年

四
M
Mt
尚
病
死
し
、
六
周
四
日
新
制
八
平
安
定
が
命

ぜ
ら
れ
、
七
年
入
用
十
九
日
兜
ぜ
ら
れ
、
同
月
二
十

一
日
背
木
新
入
郎
術
作
、
同
H
n
二
十
九
日
向
山
際
右

術
門
元
長
が
命
ぜ
ら
れ
て
、
以
後
湘
人
光
一
辿
紛

L
、

役
料
百
一
告
を
受
け
た
。

ダ
イ
ド
コ
ロ
マ
チ

惑
所
町

金
仰
の
川
名
。

悦

人
或
は
御
m
M
m
町
と
も
呼
ぶ
。
此
の
地
は
一苅
笈
舞
村

の
耕
凶
で
あ
っ
た
の
を
、
滞
の
用
地
と
な
L
、

am

同
心
と
務
す
る
酬
明
卒
の
組
地
に
供
し
た
と
こ
ろ
で
あ

る。 的
に
就
い
て
は
、
旅
氾
銑
の
併
へ
る
と
こ
ろ
が
一
致

せ
ぬ
の

ダ
イ
ド
ウ
ジ
マ
サ
シ
ゲ
大
詰
寺
政
繁

上
野
松

枝
縦
士心
。
沼
抑
制
駿
河
守
。
北
保
氏
直
の
庖
で
あ
っ
た
。

天
正
十
八
年
前
川
利
家
父
子
捌
東
征
伐
の
時
降
り
仕

へ
、
武
抑
制
八
王
子
城
攻
取
の
際
奮
戦
し
た
。
そ
の
子

に
直
肢
が
あ
る。

ダ
イ
ド
ウ
ワ
リ
大
道

割

石

川
州
大
換
の
内
の

小
手
。

ダ
イ
ド
コ
ロ
ド
ウ
シ
ン

藍
所
同
心

i
ド
ウ
シ

俗
に
胎
内
〈
ど
む
と
い
ふ
。
共
長
さ
三
刷
問
。
石
申

相
分
れ
て
、
深
さ
は
人
だ
け
を
隠
す
ば
か
り
、
院
さ

は
身
を
人
る
t
h

ば
か

b
な
り
。
』
と
あ
る
。
又
白
山
遊

詑
に
、
市
，
制
問
看
路
の
知
冠
石
を
叙
し
た
次
に
、
三

大
石
あ
り
て
滋
を
狭
ん
で
封
侍
す
る
。
高
さ
各
一
丈

泊
。
胎
内
抑制と
い
ひ
、
身
を
舗
へ
ね
ば
過
ぎ
る
を
得

ぬ
と
あ
る
の
は
別
の
胎
内
市
で
あ
る
。

ダ
イ
ニ
チ
大
目

江
沼
郷
田
陣
砂
は
、口
氏
砂
・奥

認
砂
の
ご
部
活
に
分
か
れ
る
が
、
そ
の
拠
提
砂
を
一

に
大
日
村
と
も
い
J
。

ダ
イ
ニ
チ
ガ
ハ
大
白
川

江
田
川
制
大
器
寺
川
の

地
上
統
を
い
ふ
。
三
州
大
山
町
水
絡
に
、
本
名
を
大
日

川
と
い
ひ
、
中
に
ど
は
山
中
川
、
下
に
て
は
験
地
川

と
い
ふ
と
あ
る
。

ダ
イ
ニ
チ
ガ
ハ
大
白
川

能
突
如
の
商
南
大
日

山
に
波

L
、
左
停
か
ら
小
浪
統
を
容
れ、

丸
山
か
ら

京
地
に
折
れ
、
三
q

相
聞
の
東
方
で
ウ
ハ
ポ
ケ

山
〈
地
闘

岩
郡
山
〉
に
艇
を
授
す
る
杖
川
を
A
n
L
、
和
地
ん
で

ナ
シ
ガ
谷
の
水
を
右
停
か
ら
受
け
、
杉
森
に
主
り
、

左
障
か
ら
附
谷
川
を
入
れ
、
別
包
・
三
坂
・
若
阪
を

純
、
河
合
小
手
上
河
合
で
手
取
川
に
合
す
る
。
疏
桂

ニ
O
粁
泊
。

ダ
ィ
=
チ
h
F
ウ
ゲ
大
白
隙

能
刷
出
郡
新
保
の
う

ち
木
地
小
尽
か
ら
、越
前
大
野
榔
杭
針
に
越
え
る
峠
。

一品
さ
九
三
三
米
。

ダ
イ
=
チ
ヤ
マ
太
田
山

江
沼
・能
美
二
部
と
経

前
と
に
跨
る
。
加
引
の
山
総
は
六
分
が
江
副
山
部
大
土

村
、
四
分
が
能
m
京
都
新
保
村
の
刑
制
府
観
に
邸
し
て
ゐ

た
。
山
上
に
地
が
あ
っ

て
大
平
と
い

へ
ど
も
乾
か
な

い
。
そ
の
最
高
峰
を
甲
山
制
と
い
ひ
、
高
さ
一
=
一
六
九

米
、
地
質
向
閃
安
山
針
。

ダ
イ
ネ
ン
ジ
大
念
寺

用
羽
咋
郡
別
法
庄
に
邸
す

る
部
前
。
硲
名
は
下
前
野
で
あ
る
が
、
録
音
宗
大
念

生
イ
ハ
ン
大
藩

明

治

元
年
二
且
十
一
日
朝
廷

列
伎
を
=
一
等
に
別
ち
、
四
十
国
石
以
上
を
大
滞
、
十

瓜
石
以
上
を
中
滞
、
一

関
石
以
上
を
小
出仰
と
し
、
そ

の
大
滞
に
は
武
士
三
人
を
出
さ
し
め
た
。
是
に
於
い

て
加
賀
藩
は
大
滞
に
列
L
、
木
村
九
左
衛
門
恕

・
陸

原
悦
太
郎
惟
厚

・
永
山
平
太
政
時
を
肌
削
げ
て
一貞
士
た

ら
し
め
た
。
三
年
九
且
太
政
官
改
正
滞
制
を
布
告
L
、

諸
滞
の
組
入
十
五
斑
石
以
上
な
る
を
大
務
、
五
高
石

寺
が
あ
っ
た
お
に
村
街
を
得
た
と
僻
へ

、
こ
の
寺
は

後
に
長
宗
安
寮
寺
と
な
っ
た
と
い
は
れ
た。

ダ
イ
ネ
ン
ジ
シ
ン
大
念
寺
新
湯
昨
榔
則
松
庄

に
臨
す
る
蔀
古
川
。

川
尻
出
村
文
は
志
賀
出
村
と
も
い

う
た
o
覧
永
八
年
大
念
寺
の
海
部
に
、
若
狭
の
漁
民

助
五
郎
等
が
来
て
新
村
を
立
て
ん
こ
と
を
秘
ひ
、
翌

年
そ
の
許
可
を
得
た
に
起
る
。
明
治
二
十
年
六
且
組

先
の
郷
里
の
名
に
よ
り
、
改
め
て
一
一
向
抽
出
と
稿
す
る
こ

と
に
し
た
。

ダ
イ
ネ
ン
ジ
シ
ン
ム
ラ
デ
ン
キ
大
念
寺
新
村
市
博

記

一

加
。
若
狭
小
抽
出
の
漁
人
が
、
何
年
羽
咋
郡
大

口
同
浦
に
来
て
そ
の
撚
に
従
っ
て
ゐ
た
が
、
寛
永
九
年

一一
且
許
可
を
得
て
、
翌
年
か
ら
永
住
L
、
大
念
寺
新

村
を
怨
て
た
次
第
を
把
す
る
。

ダ
イ
ネ
ン
シ
ョ
ウ
チ
ン
大
年
静
椿

誠
一江
の
入。

十
三
政
耐
髭
L
、能
常
一
窓
寺
の
川
附
怨
桝
に
拳

L
、

迭
に
同
寺
に
位
し
た
。
後
総
待
寺
に
昇
り
、
永
正
十

年
四
且
八
十
リ
棋
を
以
て
寂
。

ダ
イ
ネ
ン
ソ
ユ
ウ
大
年
一
索
有

企
部
町
洞
宗
天

徳
院
十
二
代
の
住
持
。
安
永
凹
年
三
且
叶
一
日
寂
。

ダ
イ
J
Z
ネ

蚤
ノ

峯

河
北
部
明
利ハ作
内
の
商

に
在
る
山
。
お
さ
一
一
一
一
米
。

h
F
イ
ハ
ヲ
ザ
ン
太
白
山

石
川
部
河
内
庄
吉
野

の
十
品川の

一
つ
。
或
は
務
白
山
と
も
郡
吉
、
仙川
出
陣

と
前
ん
で
ゐ
る
。

四
九
七

以
上
な
る
を
中
滞
、
以
下
を
小
田仰と
し
た
が
、
金
持

務
は
固
よ
り
依
然
大
掛
川
で
あ
っ
た
。

四
年
三
且
十
七

日
太
政
官
令
し
て
、持
大
滞
に
士
膝
各
二
名
を
山
L
、

之
を
海
外
に
涙
遣
し
て
政
治
文
物
を
湖
町
抑
制
せ
し
め
ん

と
し
、
そ
の
人
を
鈴
衡
し
て
申
告
せ
し
め
た
。
依
っ

て
金
保
滞
は
悶
印
刷
次
郎
・吉
井
虫
苦
を
探
ん
で
之

に
郎
じ
た
。
凶
に
い
ふ
、
こ
の
際
大
叫
寺
田附は
悶
よ

り
山
滞
に
列
せ
し
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

ダ
イ
パ
ン
代
番

詩
士
老
年
に
及
び
て
勤
需
を

な
す
能
は
ぬ
時
、
そ
の
子
を
し
て
代
ら
し
め
る
札官い

ふ
。
延
貸
元
年
木
村
鼠
俊
が
防
九
十
二
に
越
し
た
る

と
き
、
六
十
二
以
の
枠
茂
右
衛
門
置
備
に
代
番
せ
し

め
ん
こ
と
を
部
う
て
許
さ
れ
た
の
が
そ
の
初
で
あ

る
。
そ
の
後
七
十
依
践
に
な
っ
て
男
子
を
有
す
る
者

は
、
代
香
を
泊
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

h
F
イ
ハ
ン
エ
ヤ
キ
ヨ
ウ
大
般
若
怨

ハ
一
〉
木
待

寺山拙

l
石
川
郡
松
任
問
木
委
寺
の
紙
本
墨
選
大
般
若

桜
鉱
山
田
多
経
程
二
刊
四
十
九
倉
一
帖
は
、
大
正
十
四

年
四
且
閥
到
に
指
定
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
緊
八
・
六
四

側
、
長
さ
二
三
・
七
九
制
。
こ
の
終
に
は
『
醗
限
円
山
御

広
天
長
。
以
=
隣
室
四
年
六
且
十
五
日
-
管
選
。
三
光

惨
然
。
四
海
沿
出
問
。
長
屋
殿
下
地
槌
=
天
倫
。
悩
深
一
一

前
報
。
乃

uz一大は問
。
叫
叫
ね
=
大
般
若
制
問
J

会
日
程

ψ

用

山
町
=
剛
山
澗
之
前
日
君
。

和
銅
五
年
議
次
壬
子
十
一
且

十
一
日
氏
反
覚
。
用
紙
一
十
七
紙
。
北

2
0』
の
奥
叫

が
あ
り
、
大
和
凶
諮
剛
寺

・
近
江
凶
太
平
寺
見
性
階

、M
明
寺
に
存
す
る
も
の
ふ
帯
本
で
、
も
と
巻
子
本
で

あ
っ
た
の
を
折
本
に
改
め
た
の
で
あ
る
。
我
が
凶
以

古
の
大
般
若
純
で
あ
る
。

公
一
〉
八
幡
寺
政

l
臥
主
郡
東
な
る
提
言
宗
八
縮
寺
の

大
般
若
経
は
、
元
久
三
年

・
時
間
永
元
年
等
に
告
別
せ

忘
れ
、
貞
治
三
年
に
修
納
を
加
へ
ら
れ
た
・
も
の
で
あ

る
。
そ
の
中
に
邸
永
六
年

・
大
永
六
年
等
部
お
の
も


